
子育て世帯臨時特例給付金と臨時福祉給付金の給付対象のイメージ

低所得世帯

子どもは皆
高校生以上
の世帯

高齢者世帯

単
身
世
帯

フ
リ
ー
タ
ー

子育て世帯（中所得） 子育て世帯（低所得）

※「妹」は臨時福祉給付金の支給対象となるため、
子育て臨時給付金の支給対象外（併給調整）

対象児童「妹」に係る子育て臨時給付金を
支給対象者である「父」に支給

「父」・「母」・「兄」・「妹」に係る臨時福祉給付金
をそれぞれ本人に支給

（実際は「父」が代理受領することを想定）

「父」：基準日における児童手当受給者
「母」： 「父」の配偶者（配偶者控除の対象者）
「兄」： 「父」の児童手当の対象児童ではなく、「父」の扶養親族（高校２年生）

「妹」： 「父」の児童手当の対象児童で、かつ「父」の扶養親族（中学２年生）

※「父」のみ市町村民税（均等割）課税者 ※全員市町村民税（均等割）非課税者

○臨時福祉給付金は、低所得者であれば、子育て世帯でも、単身世帯でも、高齢世帯
でも、全員に１万円（加算の場合は１万５千円）ずつ支給。
○子育て世帯臨時特例給付金は、中所得世帯について、児童１人当たり１万円を、児
童手当受給者に支給。

※実線による四角囲みが住民基本台帳上の世帯、 が子育て世帯臨時特例給付金の支給対象者、○が子育て
世帯臨時特例給付金の対象児童、◇は臨時福祉給付金の支給対象者

＜イメージ＞

父 父母

兄 妹

母

兄 妹
（高校２年生） （中学２年生） （高校２年生） （中学２年生）

例えば 例えば

子育て世帯臨時特例給付金の対象 臨時福祉給付金の対象

中所得世帯

中学生以下の
子がいる世帯
（子育て世帯）

※高所得世帯は対象外
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子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
と
臨
時
福
祉
給
付
金
の
関
係
（
大
ま
か
な
イ
メ
ー
ジ
）

子
育
て
世
帯

○
対
象
と
な
る
児
童
の
扶
養
者
が
、
平
成
２
６
年
度
分
の
市
町
村
民
税
（
均
等
割
）
を
課
税
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か

臨
時
福
祉
給
付
金
が
支
給

○
平
成
２
６
年
１
月
１
日
に
お
け
る
同
月
分
の
児
童
手
当
の
受

給
者
で
あ
っ
て
、
平
成
２
５
年
の
所
得
が
児
童
手
当
の
所
得
制

限
額
に
満
た
な
い
も
の

※
た
だ
し
、
１
月
１
日
に
生
ま
れ
た
児
童
は
対
象

○
支
給
対
象
者
の
平
成
2
6
年
１
月
分
の
児
童
手
当
の
対
象
と

な
る
児
童
の
数
に
応
じ
て
支
給

※
臨
時
福
祉
給
付
金
の
対
象
者
は
除
外

＜
給
付
額
＞

対
象
児
童
一
人
に
つ
き
１
万
円

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
が
支
給

課
税

非
課
税

※
生
活
保
護
の
被
保
護
者
等
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
も
不
支
給

中
所
得
者

低
所
得
者

○
平
成
２
６
年
１
月
１
日
に
お
い
て
市
町
村
民
税
（
均
等
割
）

が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
者
（
市
町
村
民
税
（
均
等
割
）
が
課
税

さ
れ
て
い
る
者
の
扶
養
親
族
等
は
除
外
）

○
児
童
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
を
扶
養
す
る
者
に
も
支
給
さ
れ
る

＜
給
付
額
＞

支
給
対
象
者
一
人
に
つ
き
１
万
円
（
加
算
措
置
の
対
象
の
場
合
、

５
千
円
を
加
算
）

い
ず
れ
か
一
方
の
給
付
金
の
み
支
給
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府 共 第   821  号 

雇児発 1226 第 2 号 

平成 25 年 12 月 26 日 

 

 

都道府県知事  殿 

 

 

                  内閣府男女共同参画局長 

 

 

 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 

 

 

 

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する

法律」 の施行等について 

 

 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する

法律（平成 25 年法律第 72 号。以下「改正法」 という。）については、平成

26 年１月３日から施行されるとともに、改正後の配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護等に関する法律（平成 13 年法律第 31 号。以下「法」 という。）

に基づく、 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関す

る基本的な方針（以下「基本方針」 という。）については、別途、主務府省庁

の連名により通知することとしているところである。 

各地方公共団体において施策を実施する際は、 法及び基本方針並びに下記

に示す留意事項等に十分留意し、 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

等に万全を期されたい。また、都道府県におかれては、管内の市町村（特別区

を含む。 以下同じ。）、 関係機関及び関係団体にも周知徹底をお願いする。 

なお、この通知については、警察庁、法務省及び文部科学省の了承を得てお

り、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の規定に基づ

く技術的な助言であることを申し添える。 

 

記 

 

１   生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者に対する準用 

改正法により、生活の本拠を共にする交際（婚姻関係における共同生活に

類する共同生活を営んでいないものを除く。） をする関係にある相手からの

暴力（当該関係にある相手からの身体に対する暴力等をいい、当該関係にあ

る相手からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が当該関係を解消し

た場合にあっては、 当該関係にあった者から引き続き受ける身体に対する

暴力等を含む。）及び当該暴力を受けた者について、法を準用することとさ - 177 -
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れた（法第５章の２関係）。 

これは、「外部からの発見・介入が困難であり、かつ、継続的になりやす

い」といった配偶者からの暴力と同様の事情があり、その被害者を救済する

ために、法律上の支援の根拠の明確化及び保護命令の発令の必要性が認め 

られる こ とから、配偶者からの暴力に準じて、法の対象とすることとされ

たものである。 

また、配偶者から暴力等を受けた後に離婚等をし、引き続き暴力等を受け

る場合については適用対象とされていることから、生活の本拠を共にする交

際相手から暴力等を受けた後に生活の本拠を共にする関係を解消し、引き続

き暴力等を受ける場合についても、同様に適用対象となるようにすることと

されたものである。 

（１）法第 28 条の２中 「生活の本拠を共にする」場合とは、被害者と加害 

者が生活の拠り所としている主たる住居を共にする場合を意味するもの

として考えられている。 

生活の本拠については、 実質的に生活をしている場所と認められる場

所をいい、 例えば、 居住期間の単純な長短のみで決まるものではないと

考えられている。具体的には、住民票の記載、賃貸借契約の名義、公共料

金の支払い名義等の資料から認定し、判断することができることがあるほ

か、そのような資料が存在しない場合であっても、写真、電子メール、関

係者の陳述等から生活の実態を認定し、判断されることとなると考えられ

ている。 

なお、法にいう 「配偶者」には、「婚姻の届出をしていないが事実上婚

姻関係と同様の事情にある者」 を含むと定められており  （法第１条第

３項）、「婚姻意思」、「共同生活」、「届出」のうち「届出」がないものがい

わゆる事実婚として整理されるのが一般的とされているところ、新たに適

用対象とされた生活の本拠を共にする交際相手については、 さらに「婚

姻意思」も認められない場合を想定したものとされている。 

（２）法第 28 条の２中 「婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営

んでいないもの」 については、 婚姻関係において一般的に見られる客観的

な共同生活の実態を参考にしつつ、その有無を判断すると考えられており、

例えば、専ら交友関係に基づく共同生活、福祉上、教育上、就業上等の理由

による共同生活、又は専ら血縁関係、親族関係に基づく共同生活などを挙げ

ることができ、これらに該当するものは法の適用対象から除外されることと

なると考えられている。 

（３） 保護命令の申立てをする場合においては、被害者は 「生活の本拠を共

にする交際」 であることを立証し、 「婚姻関係における共同生活に類する

共同生活を営んでいないもの」 の該当性については、 相手方が立証責任を

負うことが想定されている。 

（４） 改正法の施行前に生活の本拠を共にする交際相手から身体に対する暴 

力又は生命等に対する脅迫がされていた場合であっても、改正法の施行後

は、法第 28 条の２に基づき保護命令の申立てをすることができることと

されている。 
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２   施行期日等 

改正法は、公布の日から起算して６月を経過した日 （平成 26 年１月３

日）から施行するものとされた （附則第１項関係）。 

また、改正法により、法律の題名を「配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護等に関する法律」に改めることとされたほか、その他所要の規定

の整備が行われた。 

 

３   留意事項 

改正法は、配偶者以外の交際相手からの暴力への対処及びその被害者の

保護の在り方が課題となっている状況に鑑み、その解決に資する観点から、

保護命令制度その他の施策の対象を拡大し、生活の本拠を共にする交際相

手からの暴力の防止及びその被害者の保護のための施策を講じるため、議

員立法により制定されたものであり、その施行に伴い基本方針の見直しを

行った。これらの制定の趣旨を踏まえた留意事項は次のとおりである。 

（１）法に基づく施策の対象 

法第 28 条の２においては、生活の本拠を共にする交際をする関係にあ

る相手からの暴力及びその被害者について、 法に定められる全ての施策

が適用されるように、この法律の規定が準用され、必要な読替えが行われ

ている。 そこで、配偶者からの暴力の防止及びその被害者の保護に関す

る施策については、１や基本方針を参照いただき、原則として、生活の本

拠を共にする交際をする関係にある相手からの暴力及び被害者もその対

象となることに御留意いただきたい。 

また、配偶者暴力相談支援センター （以下「支援センター」 という。）  

では、１ の内容を踏まえ、及び関連の施策についての情報の収集に努め、

相談、情報提供等の業務を行うことに御留意いただきたい。 

（２） 保護命令制度の適切な運用の実現 

ア 改正法の施行に伴い、 支援センターが裁判所に提出する書面の様式を 

別紙１のとおり、また、その記載要領については別紙２のとおりとする 

ので、活用されたい。なお、別紙１及び別紙２については最高裁判所の 

了承を得ている。 

イ  生活の本拠を共にする交際相手からの暴力の被害者からの保護命令

の申立てや発令の状況に関しては、 保護命令手続における関係機関が

定期的かつ実践的な情報交換を行うとともに、職務関係者に対する研修

等により周知することに御留意いただきたい。 

ウ 支援センターにおいては、 保護命令制度の適切な運用の実現に向け、 

基本方針や関連通知を参照いただき、被害者に対し、無審尋の発令（法 

第 14 条第１項、第 28 条の２関係。保護命令を審尋の期日を経ずに発す 

るもの。）等について説明し、被害者が円滑に保護命令の申立てができる 

よう配意するとともに、保護命令の発令後においては、被害者の住所又 

は居所を管轄する警察や新たな避難先となる地方公共団体と連携し、被 

害者の安全の確保を図るよう御留意いただきたい。 

エ  関係機関等が参加する協議会等の場では、 保護命令制度の運用におい

て調整を要する事項に関し、 例えば、 生活の本拠を共にする交際相手か 
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らの暴力に係る申立て、無審尋に係る申し出、広域的な連携など、現場に

おける対応を想定し、相互の協力の在り方等について実践的な検討を行う

ことに御留意いただきたい。 

（３）その他 

ア 交際相手からの暴力に係る相談等については、 これまで、 婚姻関係に  

至った場合における暴力の予防という観点から、支援センターにおける 

相談の対応を周知しているところであるが、改正法により、生活の本拠 

を共にする交際相手からの暴力に関しても法の適用対象となったことか 

ら、支援センターにおいては、引き続き、相談窓口の利用を周知し、相 

談に対応するよう御留意いただきたい。 また、婦人相談所においては、 

従来より、生活の本拠を共にする関係以外の交際相手からの暴力に関す 

るものも含め、売春防止法（昭和 31 年法律 118 号）に基づく運用により 

適切な対応を行うこととされており、引き続き対応されるよう御留意い 

ただきたい。 

イ   若年層への教育啓発に関しては、 学校において、 専門的な知識や経験 

を有する有識者等の派遣等の方法により実施することも考えられる。 

 

 

（別紙省略） 
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府 共 第 6 0 7 号 

雇児発 1003 第 1 号 

平成 25 年 10 月３日 

 

都道府県知事 殿 

 

 

内 閣 府 男 女 共 同 参 画 局 長 

 

 

 

 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 

 

 

 

 

「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律」の施行 

について 

  

 ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律（平成 25 年法

律第 73 号。以下「改正法」という。）については、一部を除いて、平成 25 年 10

月３日から施行されることとなった。 

 改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律（平成 12 年法律第 81 号。

以下「法」という。）においては、国及び地方公共団体は、ストーカー行為等（法

第２条第２項の「ストーカー行為」又は第３条の規定に違反する行為をいう。

以下同じ。）の相手方に対する婦人相談所その他適切な施設による支援等に努め

なければならないこととし、これらの支援等を図るため、必要な体制の整備、

民間の自主的な組織活動の支援に係る施策を実施するために必要な財政上の措

置等を講ずるよう努めなければならないとされた。 

 関係規定の概要及び施行に当たっての留意事項等は下記のとおりであるので、

各地方公共団体において施策を実施する際は、法及び下記に示す留意事項等に

十分配意し、ストーカー行為等の防止及び被害者に対する支援に万全を期され

たい。また、都道府県におかれては、婦人相談所、配偶者暴力相談支援センタ

ー等に係る内容があることから関係部局が本通知を共有するとともに、管内の

市町村（特別区を含む。以下同じ。）、関係機関及び関係団体にも周知徹底をお
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願いする。 

 なお、この通知については、警察庁の了承を得ているとともに、地方自治法

（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の規定に基づく技術的な助言で

あることを申し添える。 

記 

１ 国、地方公共団体による支援（第８条関係） 

  法第８条第１項において、国及び地方公共団体は、ストーカー行為等の防

止に関する啓発及び知識の普及、ストーカー行為等の相手方に対する支援並

びに民間の自主的な組織活動の支援に努めなければならないこととされてい

る。 

 ストーカー行為等を防止するとともにその被害者の救済を図るためには、警

察のみならず、国、地方公共団体等が一体となって対策に取り組むことが重要

であることから、本条において、国及び地方公共団体には、ストーカー行為等

の防止、被害者に対する支援に努める責務があることが明らかにされたもので

ある。 

（１）ストーカー行為等の防止に関する啓発及び知識の普及 

  法第８条第１項中「ストーカー行為等の防止に関する啓発及び知識の普及」

については、例えば、法で規制されるストーカー行為等の具体的内容、スト

ーカー行為等から身を守る方法、被害を受けた場合の対処方法、相談窓口・

支援機関等について広報啓発活動を行うことが考えられる。 

（２）ストーカー行為等の相手方に対する支援 

法第８条第１項中「ストーカー行為等の相手方に対する」支援については、

例えば、被害者の相談対応やカウンセリングの実施等が考えられる。 

また、改正法により、国及び地方公共団体が努めなければならないとされ

るストーカー行為等の相手方に対する支援に、「婦人相談所その他適切な施

設による」支援が追加された。支援体制については、要保護女子、配偶者か

らの暴力被害者等の相談、一時保護等の支援を行ってきた「婦人相談所その

他適切な施設」を法律上に明記することによって、国及び地方公共団体の努

力義務が明らかにされたものである。「その他適切な施設」としては、各都

道府県の実情に応じて様々な形が考えられ、男女共同参画センターにおける

相談対応の一環として受け付けることや、独自に相談施設等を設けて対応す

ることも想定されている。 

（３）ストーカー行為等の防止に関する活動等を行っている民間の自主的な組

織活動の支援 

法第８条第１項中「ストーカー行為等の防止に関する活動等を行っている

民間の自主的な組織活動の支援」については、例えば、被害者に対する民間
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の活動の紹介、民間の団体に対する助成や情報提供が考えられる。 

（４）体制整備、民間の自主的な組織活動の支援に係る施策を実施するために

必要な財政上の措置等 

   改正法では、被害者にとって支援等がより充実したものとなることを意

図し、法第８条第２項において、国及び地方公共団体は、同条第１項の支

援等を図るため、「必要な体制の整備、民間の自主的な組織活動の支援に係

る施策を実施するために必要な財政上の措置その他必要な措置」に努めな

ければならないことが明記された。 

 

２ 施行期日等 

上記のほか、改正法では、電子メールを送信する行為を規制の対象に加える

とともに、禁止命令等を求める旨の申出、当該申出をした者への通知等つきま

とい等を受けた者の関与を強化することとされた。 

  電子メールを送信する行為の規制に係る規定については、公布の日から起

算して 20 日を経過した日（平成 25 年７月 23 日）から、その他の規定につい

ては公布の日から起算して３月を経過した日（同年 10 月３日）から施行され

るものとされた。（改正法附則第１条関係） 

 

３ 留意事項 

（１）各都道府県警察との連携 

各都道府県警察では、地域におけるストーカー行為等の実情を把握する 

とともに、法に基づく警告、禁止命令等の措置や援助措置を講じていること

に鑑み、地方公共団体による支援等に際しては、警察と連携し、適切な役割

分担の下に、被害者の安全の確保が図られるよう御留意いただきたい。 

また、婦人相談所における被害者の一時保護については、各都道府県警察

から支援の要請があった場合など、被害者の状況等に応じて速やかに一時保

護の要否を判断されるよう御留意いただきたい。 

配偶者暴力相談支援センターにおいて、配偶者からの暴力相談を受けた際、

つきまとい等の被害がある場合には、その態様によっては法の適用が可能な

ものがあることから、警察との連携に御留意いただきたい。 

（２）関係機関の連携体制の構築 

各都道府県警察では、関係機関及び関係団体と連携の上、援助措置を講じ

ていることに鑑み、地方公共団体による支援等に際しては、警察のみならず、

関係機関及び関係団体とも緊密に連携協力を図ることに御留意いただきた

い。 
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事 務 連 絡

平成２１年１２月２２日

都道府県

各 指定都市 児童委員、主任児童委員事務担当者 殿

中 核 市

厚生労働省雇用均等 ・児童家庭局育成環境課

円滑な児童委員・主任児童委員活動について（依頼）

児童委員、主任児童委員活動の推進につきましては、平素よりご協力を賜り厚く

御礼申し上げます。

さて、近年、少子化や核家族化に伴う育児不安や子育ての孤立化に加えて、児

童虐待をはじめ、いじめや不登校、少年非行等、支援を必要とする子どもや家庭を

めぐる問題が複雑化・深刻化している中、児童委員・主任児童委員は、住民の立

場に立ち、住民との信頼関係の中で子どもや子育て家庭への支援活動を行う地域

のボランティアとして活動を行っており、児童委員・主任児童委員に対する期待は

高まっています。

子育て家庭等が必要な時に児童委員・主任児童委員へ相談できる環境づくりが

求められているところあり、子育て家庭に「児童委員・主任児童委員」制度を周知

し、児童委員・主任児童委員についての理解を広げることが重要であると考えてい

ます。

このため、今般、平成21年12月21日付け雇児母発１２２１第1号厚生労働省雇

用均等・児童家庭局母子保健課長通知により、母子健康手帳の任意様式に児童

委員・主任児童委員の活動についての記述を盛り込んだところです（別紙参照）。

管内市区町村及び関係機関等に御周知いただき、地域住民に対して、児童委

員、主任児童委員制度の正しい理解が得られるようご配慮願います。

また、児童委員・主任児童委員活動には、日頃から地域住民の状況を適切に把

握しておくことが重要であることから、各自治体におかれましては、活動の重要性を

ご認識いただき、円滑な活動に必要な情報の提供につき特段のご配慮をお願いい

たします。

（本件担当）

厚生労働省雇用均等・児童家庭局

育成環境課育成環境係

℡03-5253-1111 内7908、7910

- 184 -

SNDWU
テキストボックス
資料60



制
度
の
目
的

○
家
庭
等
の
生
活
の
安
定
に
寄
与
す
る

○
次
代
の
社
会
を
担
う
児
童
の
健
や
か
な
成
長
に
資
す
る

支
給
対
象

○
中
学
校
修
了
ま
で
の
国
内
に
住
所
を
有
す
る
児
童

(1
5歳
に
到
達
後
の
最
初
の
年
度
末
ま
で

)
所
得
制
限

(夫
婦
と
児
童

2人
)
○
所
得
限
度
額
（
年
収
ベ
ー
ス
）

・
96

0万
円
未
満

手
当
月
額

○
0～

3歳
未
満

一
律

15
,0

00
円

○
3歳
～
小
学
校
修
了
ま
で

・
第

1子
、
第

2子
:1

0,
00

0円
（
第

3子
以
降

:1
5,

00
0円
）

○
中
学
生

一
律

10
00

0円
○
所
得
制
限
以
上
一
律

5,
00

0円
（
当
分
の
間
の
特
例
給
付
）

受
給
資
格
者

○
監
護
生
計
要
件
を
満
た
す
父
母
等

○
児
童
が
施
設
に
入
所
し
て
い
る
場
合
は
施
設
の
設
置
者
等

実
施
主
体

○
市
区
町
村

(法
定
受
託
事
務

)
※
公
務
員
は
所
属
庁
で
実
施

支
払
期
月

○
毎
年

2月
、

6月
及
び

10
月

(各
前
月
ま
で
の
分
を
支
払

)

費
用
負
担

○
児
童
手
当
等
の
財
源
に
つ
い
て
は
、
国
、
地
方

(都
道
府
県
、
市
区
町
村

)、
事
業
主
拠
出
金
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

事
業
主
拠
出
金
の
額
は
、
標
準
報
酬
月
額
及
び
標
準
賞
与
額
を
基
準
と
し
て
、
拠
出
金
率
（

1.
5/

10
00
）
を
乗
じ
て
得
た
額
。

※
事
業
主
拠
出
金
の
一
部
を
財
源
と
し
て
児
童
育
成
事
業
（
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
等
）
を
実
施
。

財
源
内
訳

(2
6年
度
予
算
案

)

［
給
付
総
額
］

２
兆
3
6
6
億
円

（
内
訳
）
国
負
担
分

：
１
兆
2
,3
7
7
億
円

（
１
兆
2
,8
0
6
億
円
）

(２
兆
2
,3
5
6
億
円
)

地
方
負
担
分

：
6
,１
8
8
億
円

（
7
,7
4
8
億
円
）

事
業
主
負
担
分
：

1
,8
0
1
億
円

そ
の
他

○
保
育
料
は
手
当
か
ら
直
接
徴
収
が
可
能
、
学
校
給
食
費
等
は
本
人
の
同
意
に
よ
り
手
当
か
ら
納
付
す
る
こ
と
が
可
能

（
い
ず
れ
も
市
町
村
が
実
施
す
る
か
を
判
断
）

平
成
２
６
年
度
に
お
け
る
児
童
手
当
制
度
に
つ
い
て

●
児
童
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
2
4
年
法
律
第
2
4
号
）
附
則

（
検
討
）

第
２
条

政
府
は
、
速
や
か
に
、
子
育
て
支
援
に
係
る
財
政
上
又
は
税
制
上
の
措
置
等
に
つ
い
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
手
当
法
に
規
定
す
る
児
童
手
当
の
支
給
並
び
に
所
得
税
並
び
に
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
係
る
扶
養
控
除

の
廃
止
に
よ
る
影
響
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
の
在
り
方
を
含
め
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
手
当
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
給
付
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
前
項
の
結
果
に
基
づ
き
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

事
業
主

7/
15

地
方

8/
45

所
属
庁

10
/1

0

所
属
庁

10
/1

0

児
童
手
当

特
例
給
付

国
16

/4
5

0歳
～

3歳
未
満

3歳
～

中
学
校
修
了
前

公
務
員

児
童
手
当

特
例
給
付

被
用
者

国
2/

3
地
方

1/
3

地
方

1/
3

国 2/
3

国
2/

3
地
方

1/
3

非
被
用
者

国
2/

3
地
方

1/
3

地
方

1/
3

国 2/
3

国
2/

3
地
方

1/
3

地
方

1/
3

国 2/
3

（
所
得
制
限
以
上
）

（
所
得
制
限
以
上
）
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仕
事
と
家
庭
の
両
立
支
援
対
策
の
概
要

長
時
間
労
働
の
抑
制
、
年

次
有
給
休
暇
の
取
得
促
進

等
全
体
の
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・

バ
ラ
ン
ス
の
推
進

両
立
支
援
制
度
を
利
用
し
や
す
い

職
場
環
境
づ
く
り

次
世
代
法
に
基
づ
く
事
業
主
の
取
組
推
進

・
仕
事
と
子
育
て
を
両
立
し
や
す
い
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る

行
動
計
画
の
策
定
・
届
出
・
公
表
・
従
業
員
へ
の
周
知

（
１
０
１
人
以
上
は
義
務
、
１
０
０
人
以
下
は
努
力
義
務
）

・
一
定
の
基
準
を
満
た
し
た
企
業
を
認
定

（
く
る
み
ん
マ
ー
ク
）

・
認
定
企
業
に
対
す
る
税
制
上
の
措
置

助
成
金
を
通
じ
た
事
業
主
へ
の
支
援

・
短
時
間
勤
務
制
度
の
導
入
な
ど
、
両
立
支
援
に
取
り
組

む
事
業
主
へ
各
種
助
成
金
を
支
給

表
彰
等
に
よ
る
事
業
主
の
意
識
醸
成

・
仕
事
と
家
庭
の
バ
ラ
ン
ス
に
配
慮
し
た
柔
軟
な
働
き
方
が

で
き
る
企
業
を
表
彰
（
均
等
・
両
立
推
進
企
業
表
彰
）

・
両
立
支
援
総
合
サ
イ
ト
「
両
立
支
援
の
ひ
ろ
ば
」
に
よ
る
情

報
提
供

・
両
立
支
援
の
取
組
を
よ
り
効
果
的
に
推
進
す
る
た
め
の

ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
集
の
普
及

希
望
す
る
方
す
べ
て
が
子
育
て
等
を
し
な
が
ら
安
心
し
て
働
く
こ
と
が
で
き
る
社
会
の
実
現

女
性
の
継
続
就
業
率

３
８
％
（
平
成
２
２
年
）
→
５
５
％
（
平
成
３
２
年
）

男
性
の
育
児
休
業
取
得
率

１
．
８
９
％
（
平
成
２
４
年
）
→
１
３
％
（
平
成
３
２
年
）

法
律
に
基
づ
く
両
立
支
援
制
度
の
整
備

妊
娠
中
・
出
産
後
の
母
性
保
護
、
母
性
健
康
管
理

（
労
働
基
準
法
、
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
）

・
産
前
産
後
休
業
（
産
前
６
週
、
産
後
８
週
）
、
軽
易
な
業
務

へ
の
転
換
、
時
間
外
労
働
・
深
夜
業
の
制
限

・
医
師
の
指
導
等
に
基
づ
き
、
通
勤
緩
和
、
休
憩
、
休
業
等

の
措
置
を
事
業
主
に
義
務
づ
け

・
妊
娠
・
出
産
等
を
理
由
と
す
る
解
雇
そ
の
他
の
不
利
益
取

扱
い
の
禁
止

等

育
児
休
業
等
両
立
支
援
制
度
の
整
備

（
育
児
・
介
護
休
業
法
）

・
子
が
満
１
歳
（
両
親
と
も
に
育
児
休
業
を
取
得
し
た
場
合
、

１
歳
２
ヶ
月
＝
“
パ
パ
・
マ
マ
育
休
プ
ラ
ス
”
※
）
ま
で
（
保
育

所
に
入
所
で
き
な
い
場
合
等
は
最
大
１
歳
半
ま
で
）
の
育

児
休
業

・
子
が
３
歳
に
達
す
る
ま
で
の
短
時
間
勤
務
制
度
、
所
定
外

労
働
の
免
除
※

・
育
児
休
業
を
取
得
し
た
こ
と
等
を
理
由
と
す
る
解
雇
そ
の

他
の
不
利
益
取
扱
い
の
禁
止

等

※
平
成
２
１
年
７
月
１
日
公
布
の
改
正
法
に
よ
り
拡
充
。

（
施
行
日
：
原
則
と
し
て
平
成
２
２
年
６
月
３
０
日
。

た
だ
し
、
一
部
の
規
定
は
、
常
時
1
00
人
以
下
の
労
働
者
を
雇
用
す
る
事

業
主
に
つ
い
て
は
、
平
成
２
４
年
７
月
１
日
。
）

保
育
所
待
機
児
童
の
解
消
・

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
充
実
、

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン

タ
ー
事
業

男
性
の
育
児
休
業
取
得
促

進
等
男
性
の
子
育
て
へ
の

関
わ
り
の
促
進

（
イ
ク
メ
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）

子
育
て
女
性
等
の
再
就
職

支
援
（
マ
ザ
ー
ズ
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
事
業
）

そ
の
他
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次
世
代
育
成
支
援
対
策
地
域
協
議
会

都
道
府
県
、
市
町
村
、
事
業
主
、
労
働
者
、

社
会
福
祉
・
教
育
関
係
者
等
が
組
織

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
セ
ン
タ
ー

事
業
主
団
体
等
に
よ
る
情
報
提
供
、
相
談
等
の
実
施

施
策
・
取
組
へ
の
協
力
等

策
定
支
援
等

○
次
代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
が
健
や
か
に
生
ま
れ
、
か
つ
、
育
成
さ
れ
る
社
会
の
形
成
に
資
す
る
た
め
次
世
代
育
成
支
援
対
策
を
迅
速
か
つ
重
点
的
に
推
進

○
地
方
公
共
団
体
及
び
事
業
主
に
対
し
、
次
世
代
育
成
支
援
の
た
め
の
行
動
計
画
の
策
定
を
義
務
づ
け
、
1
0
年
間
の
集
中
的
・
計
画
的
な
取
組
を
推
進

行
動
計
画
策
定
指
針

○
国
に
お
い
て
地
方
公
共
団
体
及
び
事
業
主
が
行
動
計
画
を
策
定
す
る
際
の
指
針
を
策
定
。

（
例
）
地
方
公
共
団
体
行
動
計
画
：
保
育
の
実
施
の
事
業
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
等
に
関
す
る
事
項
（
量
）
を
定
め
る
に
際
し
て
参
考
と
す
べ
き
標
準
を
記
載

一
般
事
業
主
行
動
計
画
：計
画
に
盛
り
込
む
内
容
と
し
て
、
育
児
休
業
や
短
時
間
勤
務
に
関
す
る
取
組
、
所
定
外
労
働
の
削
減
や
年
次
有
給
休
暇
の
取
得
に

関
す
る
取
組
を
記
載

地
方
公
共
団
体
行
動
計
画
の
策
定

①
市
町
村
行
動
計
画

②
都
道
府
県
行
動
計
画

→
地
域
住
民
の
意
見
の
反
映
、
労
使
の
参
画
、
計
画
の

内
容
・
実
施
状
況
の
公
表
、
定
期
的
な
評
価
・見
直
し
等

事
業
主
行
動
計
画
の
策
定
・
届
出

①
一
般
事
業
主
行
動
計
画
（企
業
等
）

・
大
企
業
（
３
０
１
人
以
上
）：
義
務

・
中
小
企
業
（
１
０
１
人
以
上
）：
義
務
（2
3
年
４
月
～
）

・
中
小
企
業
（
１
０
０
人
以
下
）：
努
力
義
務

一
定
の
基
準
を
満
た
し
た
企
業
を
認
定

②
特
定
事
業
主
行
動
計
画
（国
・地
方
公
共
団
体
等
）

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
の
概
要
と
見
直
し
の
ポ
イ
ン
ト

（平
成
１
７
年
４
月
か
ら
平
成
２
７
年
３
月
ま
で
の
１
０
年
間
の
時
限
立
法
）

指
針
の

内
容
を

充
実
・強
化

新
た
な
認
定

（特
例
認
定
）

制
度
の
創
設

計
画
の
策

定
・
届
出
に
代

え
た
実
績
公

表
の
枠
組
み

の
追
加

1
0
年
間
の

延
長

現
行
の

認
定
制
度
の

充
実

※
次
世
代
法
に
基
づ
く
認
定
を
受
け
た
企
業
に
対
し
て
は
、
期
間
内
に
取
得
・新
築
・増
改
築
を
し
た
建
物
等
に
つ
い
て
、
割
増
償
却
が
可
能
と

な
る
税
制
優
遇
制
度
が
あ
る
。
こ
の
制
度
は
平
成

23
年
度
か
ら
平
成

25
年
度
ま
で
の
措
置
と
さ
れ
て
い
た
が
、
平
成

26
年
度
政
府
税
制
改
正

大
綱
に
お
い
て
、
１
年
間
延
長
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

平
成

25
年

12
月

10
日
労
働
政
策
審
議

会
雇
用
均
等
分
科
会
建
議
を
受
け

た
見
直
し
の
イ
メ
ー
ジ
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フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
は
、
乳
幼
児
や
小
学
生
等
の
児
童
を
有
す
る
子
育
て
中
の
労
働
者
や
主
婦
等
を
会
員
と
し
て
、
児
童
の

預
か
り
等
の
援
助
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
と
当
該
援
助
を
行
う
こ
と
を
希
望
す
る
者
と
の
相
互
援
助
活
動
に
関
す
る
連
絡
、
調
整
を
行
う
も
の

で
あ
る
。
平
成
２
１
年
度
か
ら
は
、
病
児
・
病
後
児
の
預
か
り
、
早
朝
・夜
間
等
の
緊
急
時
の
預
か
り
な
ど
の
事
業
（
病
児
・緊
急
対
応
強
化
事
業
）を

行
っ
て
い
る
。

な
お
、
本
事
業
は
、
子
ど
も
・子
育
て
支
援
新
制
度
へ
の
円
滑
な
移
行
を
図
る
観
点
か
ら
、
平
成
２
６
年
度
は
「保
育
緊
急
確
保
事
業
」
と
し
て
実
施

す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

【
平
成
２
６
年
度
予
算
案
に
お
け
る
変
更
点
】

１
会
員
数
要
件
を
緩
和
し
、
新
た
に
50
～
9
9人
規
模
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
を
補
助
対
象
と
す
る
。

２
新
た
に
事
業
を
開
始
す
る
際
の
開
設
準
備
に
要
す
る
経
費
（改
修
費
等
、
賃
借
料
（礼
金
１
月
分
及
び
開
設
前
月
分
）
）
を
補
助
対
象
と
す
る
。

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
に
つ
い
て

○
相
互
援
助
活
動
の
例

・
保
育
施
設
ま
で
の
送
迎
を
行
う
。

・
保
育
施
設
の
開
始
前
や
終
了
後
又
は
学
校
の
放
課
後
、

子
ど
も
を
預
か
る
。

・
保
護
者
の
病
気
や
急
用
等
の
場
合
に
子
ど
も
を
預
か
る
。

・
冠
婚
葬
祭
や
他
の
子
ど
も
の
学
校
行
事
の
際
、
子
ど
も
を
預
か
る
。

・
買
い
物
等
外
出
の
際
、
子
ど
も
を
預
か
る
。

・
病
児
・
病
後
児
の
預
か
り
、
早
朝
・
夜
間
等
の
緊
急
預
か
り
対
応

（
平
成
２
１
年
度
か
ら
）

○
実
施
市
区
町
村
（
平
成
２
４
年
度
交
付
決
定
ベ
ー
ス
）

・
基
本
事
業
６
９
９
市
区
町
村

・
病
児
･緊
急
対
応
強
化
事
業
１
２
９
市
区
町
村

○
会
員
数
※
平
成
２
３
年
度
末
現
在
（
）
は
平
成
２
２
年
度
末
現
在

・
依
頼
会
員
（
援
助
を
受
け
た
い
会
員
）
３
８
３
，
３
２
１
人
（
３
５
２
，
６
８
３
人
）

・
提
供
会
員
（
援
助
を
行
い
た
い
会
員
）
１
２
９
，
７
４
４
人
（
１
１
４
，
８
１
８
人
）

・
両
方
会
員

４
２
，
５
８
５
人
（
３
９
，
８
８
９
人
）

援
助
を
受
け
た
い
会
員

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

〔
相
互
援
助
組
織
〕

ア
ド
バ
イ
ザ
ー

援
助
を
行
い
た
い
会
員

援
助
の
申
し
入
れ

援
助
の
打
診

３
７
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雇
児
職
発
０
４
０
４
第
１
号
 

平
成

２
５

年
４

月
４

日
 

  
 
都

道
府

県
 

各
 
指

定
都

市
 
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
担
当
課
長
 
殿
 

 
 
中

核
市

 

 

 

厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
 

 
 
 
職
業
家
庭
両
立
課
長
 

（
公
印
省
略
）
 

  

フ
ァ

ミ
リ

ー
・

サ
ポ

ー
ト

・
セ

ン
タ

ー
事

業
に

お
け

る
事

故
事

例
及

び
 

ヒ
ヤ
リ
・
ハ
ッ
ト
事
例
の
原
因
の
検
証
の
た
め
の
具
体
的
方
策
に
つ
い
て

 
   
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
に
お

け
る
事
故
防
止
対
策

に
つ
い
て
は
、
「

フ

ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
に
お
け
る

事
故
防
止
対
策
の
徹
底

に
つ
い
て
」
（
平

成
2
3
年

1
0
月

2
1
日
付
け
雇
児
職
発

1
0
21

第
1
号
本
職
通
知
）
に
よ
り
お
願
い
し
た
と
こ

ろ
で
す
。

 
 

今
般

、
事

故
事

例
及
び

ヒ
ヤ
リ

・
ハ

ッ
ト
事

例
の

検
証

作
業
の

参
考

と
な
る

よ
う
、

原
因

の
検

証
の
た

め
の

具
体
的

方
策
を

別
紙

の
と
お

り
ま
と

め
ま

し
た

の
で

、
管
内

市
町
村

及
び

フ
ァ

ミ
リ
ー

・
サ

ポ
ー
ト

・
セ
ン

タ
ー

に
対
し

周
知
頂

く
と

と
も

に
、

事
故
防

止
対
策

の
徹

底
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
 

 
な
お
、
こ
の
通
知
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和

2
2
年
法
律
第

6
7
号
）
第

2
4
5
条
の
４
第
１

項
に
規
定
す
る
技
術
的
助
言
と
し
て
発
出
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
申
し
添
え
ま
す
。
 

 

 

２
４

  
 

フ
ァ

ミ
リ

ー
・

サ
ポ

ー
ト
・

セ
ン
タ
ー

事
業
に

お
け
る
事

故
事

例
及

び
 

ヒ
ヤ

リ
・

ハ
ッ

ト
事

例
の
原

因
の
検
証

の
た
め
の
具

体
的
方
策

に
つ
い
て
 

 １
 
目

的
 

 
検
証

は
、

相
互

援
助
活

動
中
の
事

故
事

例
や

、
実
際

に
事
故

に
至
ら
な

か
っ
た

が
活
動

の
中
で
「

ヒ
ヤ

リ
」

や
「

ハ
ッ
ト

」
し
た

事
例

（
以

下
「

ヒ
ヤ

リ
・
ハ

ッ
ト
事

例
」

と
い

う
。
）

に
つ
い

て
事
実
の

把
握

を
行

い
、
客

観
的

な
視
点

に
立

っ
て

発
生
原

因
の
分
析

等
を
行

い
、
必
要

な
再
発

防
止
策

を
検

討
す

る
た

め
に
行

う
。
 

 ２
 
対

象
範
囲
 

 
 
検
証

の
対
象

は
、

相
互

援
助
活

動
中

に
発
生

し
た
死

亡
事

故
、

及
び

治
療
に

要
す
る
期

間
が
３

０
日

以

上
の

負
傷

や
疾
病

を
伴
う

重
篤

な
事
故

等
の
全

て
を
検

証
の

対
象
と
す

る
こ

と
。

ま
た
、

過
去

に
発

生
し

た
事

例
や

、
ヒ

ヤ
リ

・
ハ

ッ
ト
事

例
に

つ
い

て
検

証
が

必
要

と
認
め

ら
れ

る
事
例

も
対
象

と
す
る
こ

と
が

望
ま
し

い
。
 

 

３
 
検

証
の
方
法
 

（
１
）

 
実

施
主

体
 

 
市

町
村

（
指
定

都
市

、
中
核

市
を
含

む
。
以

下
同
じ

。
）
が
実

施
す
る
こ

と
と
し
、
検

証
の
対

象
と

な
っ

た
事

例
に
関

係
す

る
フ
ァ

ミ
リ
ー

・
サ
ポ

ー
ト
・

セ
ン
タ
ー

（
以

下
「
セ
ン

タ
ー
」
と

い
う
。
）

は
当

該
検

証
作

業
に

参
加
・

協
力
す

る
も

の
と

す
る
。
 

（
２
）

検
証
組
織

の
構
成
 

 
検

証
組

織
は
、

市
町

村
の
下

に
設
置

す
る
。

な
お
、

検
証
の
客
観

性
を
担
保

す
る
た
め

、
検

証
組
織

の
事

務
局

を
当
該

事
例

に
直
接

に
関
与

し
た
、

又
は
直

接
関
与

す
べ
き
で

あ
っ
た
組

織
以
外
の

部
署
に

置
く

と
と

も
に
、

検
証

委
員
に

は
外
部

の
者
（

当
該
事

例
に
直
接

関
与
し
た

、
又

は
直
接
関
与
す

べ
き

で
あ

っ
た

組
織

の
者

以
外
の

者
）
を

構
成
員
に
加
え

る
も

の
と

す
る

。
 

（
３
）

会
議
の

運
営
 

 
会

議
で

は
、
以

下
の

事
項
に

つ
い
て

も
確
認

し
て
お

く
。
な
お

、
検
証
に

当
た
っ
て

は
、
そ

の
目
的

が
再

発
防

止
策

を
検
討

す
る
た

め
の

も
の
で
あ
り
、

個
人

の
責
任

追
及
や

関
係
者

の
処
罰
を

目
的
と
す

る
も

の
で

な
い

こ
と

を
明
確

に
す
る
。
 

 
 

①
 

検
証

の
目

的
 

 
 

②
 

検
証

方
法
（
関

係
者

ご
と

の
ヒ

ア
リ
ン
グ

、
現
地
調

査
等
に
よ
る

事
実
関
係

の
確
認

、
問
題

点
・

課
題

の
抽

出
、

提
案

事
項
の

検
討
、

報
告
書
の

作
成
等
）
 

 
 

③
 

検
証

ス
ケ

ジ
ュ
ー

ル
 

（
４
）

事
実
関

係
の
明
確

化
 

 
検

証
の

対
象
事

例
に

つ
い
て

、
事
務

局
は
あ

ら
か
じ

め
事
前
打

合
せ
書
や

活
動
報
告

書
等
の
記
録
を

通
じ

て
、

①
児

童
及
び

家
族
の

状
況

や
特
性
等
、
②

事
例
の
発

生
に
至
っ

た
経
緯
、
③

セ
ン
タ

ー
の
関

別
紙
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与
状
況

等
、
④

市
町

村
及

び
そ

の
他

関
係
機
関
の
関
与
状
況
等
、
に
関
す
る
情
報
収
集
を
行
う
。
 

 
会
議
で

は
、

事
例

へ
の

関
係

機
関

の
関
与
状
況
に
つ
い
て
、
関
係
者
ご
と
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
を
以
下

の
点
に

留
意

し
な

が
ら

実
施

す
る

こ
と

に
よ
り
、
事
実
を
さ
ら
に
詳
細
に
確
認
し
て
い
く
。
な
お
、
会

員
の
同

意
が
得

ら
れ

た
場

合
に

は
、

必
要
に
応
じ
て
検
証
委
員
に
よ
る
現
地
調
査
を
実
施
す
る
。
 

 
 
①

 
ヒ

ア
リ

ン
グ

に
は

、
検

証
委

員
の

一
部
若
し

く
は
全

員
が
参
加

す
る
こ

と
を
原

則
と
し
、

当
該

事
例

に
直

接
関

与
し

た
、

又
は
直
接
関
与
す
べ
き
で
あ
っ
た
組
織
の
者
以
外
の
者
が
実
施
す
る
。
 

 
 

②
 

ヒ
ア

リ
ン

グ
の

対
象

者
は

、
セ

ン
タ

ー
の
ア

ド
バ
イ

ザ
ー
若
し

く
は
そ

れ
に
準

ず
る
者
と

し
、

必
要

と
状

況
に

応
じ

て
、

事
例

の
当
事
者
で
あ
る
援
助
を
受
け
た
会
員
（
以
下
「
依
頼
会
員
」
と

い
う

。
）

及
び

援
助

を
行

っ
た

会
員
（
以
下
「
提
供
会
員
」
と
い
う
。
）
を
対
象
と
す
る
。
 

 
 
③

 
ヒ

ア
リ

ン
グ

で
は

、
そ

れ
ま

で
に

確
認
し
た

事
例
の

概
要
で
は

不
明
な

点
に
つ

い
て
、
事

例
に

直
接

関
わ

っ
た

セ
ン

タ
ー

の
ア

ド
バ
イ
ザ
ー
等

や
、
依
頼
会
員
及
び

提
供
会
員
（
以
下
「
会
員
」

と
い

う
。

）
の

意
見

を
客

観
的

に
聴
取

す
る
こ
と
に
よ
り
、
事
例
の
状
況
を
さ
ら
に
詳
細
に
把
握

し
て

い
く

。
 

 
 
④

 
ヒ

ア
リ

ン
グ

は
、

特
に

会
員

の
プ
ラ

イ
バ
シ

ー
に
つ

い
て
は
、

十
分
に

配
慮
す

る
。
ま
た

、
事

例
を

担
当

し
て

い
た

提
供

会
員

の
心
理
的
支
援
に
つ
い
て
必
要
に
応
じ
て

組
織
的
に
取
り
組
む
こ

と
も

重
要

で
あ

る
。
 

（
５
）
資
料
作

成
 

 
事
務
局

は
、

検
証

委
員

か
ら

の
関

係
者
ご
と
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
事
実
を
随

時
時
系

列
に

整
理

す
る

と
と

も
に

、
現
行
の
セ
ン
タ
ー
運
営
体
制
に
関
す
る
資
料
（
①
市
町
村
の
組
織

図
、
セ

ン
タ

ー
の

概
要

、
②

ア
ド

バ
イ
ザ
ー
、
サ
ブ
リ
ー
ダ
ー
等
ス
タ
ッ
フ
数
、
③
活
動
件
数
、
会
員

数
、
講

習
時

間
数

、
④

依
頼

受
付

対
応
等
の
概
要
、
⑤
そ
の
他
必
要
な
情
報
等
）
を
含
め
、
問
題
点
・

課
題
を

抽
出
す

る
た

め
の

基
礎

資
料

を
作
成
す
る
。
 

 
そ
の
他

、
検

証
組

織
の

設
置

要
綱

、
委
員
名
簿
、
報
道
記
事
等
の
資
料
を
準
備
す
る
。
 

（
６
）
問
題
点

・
課

題
の

抽
出
 

 
関
係
者

ご
と

の
ヒ

ア
リ

ン
グ

等
に

よ
り
事
例
の
事
実
関
係
が
明
確
に
な
っ
た
段
階
で
、
な
ぜ
検
証
対

象
の
事

故
事

例
及

び
ヒ

ヤ
リ

・
ハ

ッ
ト

事
例
が
発
生
し
て
し
ま
っ
た
の
か
、
事
例
が
発
生
し
た
背
景
、

対
応
方

法
、

セ
ン

タ
ー

等
関

係
機

関
の

連
携
、
組
織
の
体
制
、
そ
の
他
の
問
題
点
・
課
題
等
を
抽
出
す

る
。
検

討
に
当

た
っ

て
は

、
客

観
的

な
事
実
や
デ
ー
タ
に
基
づ
き
建
設
的
な
議
論
を
行
う
。
 

（
７
）
提
言
 

 
事
例
が

発
生

し
た

背
景

、
対

応
方

法
、
関
係
機
関
の
連
携
、
組
織
上
の
問
題
等
、
抽
出
さ
れ
た
問
題

点
・
課

題
を

踏
ま

え
、

そ
の

解
決

に
向

け
て
実
行
可
能

性
を
勘
案
し
つ
つ
、
実
行
す
る
機
関
名
や
提
言

へ
の
取

組
開
始

時
期

、
評

価
方

法
等

を
明
記
す
る
な
ど
、
具
体
的
な
対
策
を
提
言
す
る
。
 

 
な
お
、

行
政

機
関

の
対

応
な

ど
早

急
に
改
善
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
場
合
、
検
証
の
経
過
に
お
い

て
、
ま

ず
早

急
に

講
ず

べ
き

改
善

策
に

つ
い
て
提
言
し
、
検
証
の
全
体
の
終
結
を
待
た
ず
に
、
必
要
な

施
策
を

講
じ
る

こ
と

も
考

え
る

必
要

が
あ
る
。
 

 

  
 ４

 
報

告
書
 

（
１
）
 報

告
書

の
作
成
 

 
検

証
組

織
は

、
報

告
書
に

盛
り
込

む
べ

き
下
記
内

容
例
を
参

考
に

、
そ

れ
ま
で

の
検
証

組
織

に
お

け
る
審

議
結

果
を
踏

ま
え
報

告
書

を
作
成
し

、
市
町
村

に
提

出
す

る
。

盛
り

込
む

べ
き

内
容
と
し

て

は
、
①

検
証

の
目
的

、
②
検

証
の

方
法
、
③

事
例
の
概

要
、

④
明

ら
か

と
な

っ
た

問
題

点
・
課
題

、

⑤
問
題

点
・

課
題
に

対
す
る

提
案

（
提
言
）

、
⑥
今
後

の
課

題
、

⑦
会

議
開

催
経

過
、

⑧
検
証
組

織

の
委

員
名

簿
、

⑨
参

考
資
料

等
が
考

え
ら

れ
る

。
 

（
２
）

公
表
 

 
 
 

事
故

事
例

及
び
ヒ

ヤ
リ
・

ハ
ッ

ト
事

例
の

検
証

を
行
う

こ
と
は
、

そ
の
後

の
相
互

援
助

活
動

に
お

け
る

事
故

防
止

対
策

に
密

接
に

関
連

す
る

も
の
で
あ

り
、
他
の

セ
ン
タ
ー
に

お
け
る
事

故
防
止
対
策

に

資
す

る
こ

と
か
ら

、
検

証
結
果

は
公
表

す
る
こ
と
が

望
ま
し
い

。
た
だ
し

、
公
表
に

あ
た
っ
て
は

、
個

人
が

特
定

さ
れ

る
情

報
は

削
除
す
る
等

、
プ

ラ
イ
バ
シ

ー
保
護
に
つ

い
て
十
分

配
慮
す

る
。
な
お

、
公

表
の

際
に

は
厚

生
労

働
省

に
報
告
書
を

提
出
す
る
。
 

（
３
）

提
言
の

実
施

状
況
 

 
 

 
 

事
務
局

は
、

報
告

書
の

提
言

を
受

け
て
、

速
や

か
に

、
具

体
的

な
措
置

を
講

じ
る

と
と
も

に
講
じ

た
措

置
及

び
そ

の
実

施
状

況
に
つ
い
て

市
町
村
の
検

証
組
織
に

定
期
的

に
報

告
し
、
検
証
組
織

は
、
報

告
を

受
け

た
内

容
に

つ
い

て
評
価
す

る
。
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